
川崎市交通局規程第２３号 

川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程の一部を改

正する規程を次のように定める。 
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                川崎市交通事業管理者 

交通局長 水 澤 邦 紀 

 

川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程の一部

を改正する規程 

川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程（平成１８

年交通局規程第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第１号を次のように改める。 

（１）電子署名 次に掲げるものをいう。 

  ア 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第

２条第１項に規定する電子署名 

  イ 政府認証基盤（行政機関の長その他の国家公務員の職を証明すること

その他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるた

めに運営するものをいう。）の官職証明書に基づく電子署名 

  ウ 地方公共団体組織認証基盤（行政機関の長その他の地方公務員の職を

証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を

行い、又は行わせるために運営するものをいう。）の職責証明書に基づ

く電子署名 

第１４条の表を次のように改める。 

１ 住民基本台帳法 次のいずれかに掲げる措置 



（昭和４２年法律第

８１号）第１２条第

１項に規定する住民

票の写し又は住民票

記載事項証明書 

（１）電子情報処理組織を使用する方法により

行う、電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年

法律第１５３号）第３条第１項に規定する署名

用電子証明書及び当該署名用電子証明書により

確認される同法第２条第１項に規定する電子署

名が行われた情報の局長への提供 

（２）電子情報処理組織を使用する方法その他

の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女

の別及び住所の局長への提供 

（３）個人番号カード、特定在留カード(出入

国管理及び難民認定法(昭和２６年政令第３１

９号）第１９条の１５の２第１項に規定する特

定在留カードをいう。)若しくは特定特別永住

者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の

国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例

法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１

項に規定する特定特別永住者証明書をいう。)

の局長への提示又は行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第１８条の２第６

項の規定による同法第２条第８項に規定するカ

ード代替電磁的記録の局長への送信 

２ 不動産登記法（平

成１６年法律第１２

電子情報処理組織を使用する方法その他の方法

により行う、次のいずれかに掲げる事項の局長



３号）第１１９条第

１項に規定する登記

事項証明書 

への提供 

（１）土地にあっては、当該土地の所在する

市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地

の地番 

（２）建物にあっては、当該建物の所在する

市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並

びに当該建物の家屋番号 

（３）不動産登記令（平成１６年政令第３７９

号）第６条第１項に規定する不動産識別事

項 

３ 商業登記法第１０

条第１項（他の法令

において準用する場

合を含む。）に規定

する登記事項証明書 

電子情報処理組織を使用する方法その他の方法

により行う、次のいずれかに掲げる事項の局長

への提供 

（１）商号又は名称及び本店又は主たる事務所

の所在地 

（２）行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第

１６項に規定する法人番号 

（３）商業登記法第７条（他の法令において準

用する場合を含む。）に規定する会社法人

等番号 

４ 区長が作成する印

鑑に関する証明書 

１の項右欄（１）に掲げる措置 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 



制 定 理 由 

 

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離

脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正に伴い、申請等に際し住民

票の写し又は住民票記載事項証明書の添付を要しないこととすることができる

措置に、特定在留カード及び特定特別永住者証明書の局長への提示を加えるこ

と等のため、この規程を制定するものである。 


